
平成 23 年度  第４回「みんなで支える森林づくり県民会議」次第 

 

日 時  平成２４年２月９日（木） 

午後１時３０分～４時００分 

場 所  長野県庁議会棟第１特別会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

  

３ 会議事項 

（１）国及び県の施策について 

（森林整備、人材育成、木材利用、野生鳥獣被害対策） 

 

 

 

（２）森林づくり県民税活用事業検証レポート 

   

 

 

（３）平成 24年度におけるみんなで支える森林づくり県民会議について 

 

   

 

４ 閉  会 



麻生　知子　委員 ○ ○ 貴舟　　豊　委員

犬飼　幹子　委員 ○ ○ 高見澤秀茂　委員

牛越　　徹　委員 ○ ○ 滝澤　栄智　委員

大岩　堅一　委員 ○ ○ 浜田久美子　委員

小澤　吉則　委員 ○ ○ 松岡みどり　委員

○ ○

（事　務　局）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（傍　聴　席）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（事　務　局）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○○ ○ ○ ○
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長
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長
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長
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○ ○ ○ ○ ○ ○

第４回「みんなで支える森林づくり県民会議」　座席表

平成24年2月9日（木）13:30～16:00

県庁議会棟第1特別会議室

座　長（植木　達人　委員）
○

入
口

入
口



みんなで支える森林づくり県民会議設置要綱 

 

（設置目的） 

第１ 森林の持つ多面的な機能を持続的に発揮させるための森林づくりを進めていく

ため、長野県森林づくり県民税を財源とした施策及び森林づくり指針の改定について、

県民の代表等から意見をいただくことを目的として、みんなで支える森林づくり県民

会議（以下「県民会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２ 県民会議は、長野県森林づくり県民税を財源とした施策のあり方や内容の検討、

事業実施後の成果の検証等及び森林づくり指針改定についての検討等を行い、必要に

応じ知事に提言を提出する。 

（委員） 

第３ 県民会議は、知事が委嘱する委員をもって構成する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。ただし、再任を妨げない。 

（組織） 

第４ 県民会議に、座長及び座長代理をそれぞれ１名置く。 

２ 座長は、委員の互選によって決定し、県民会議の会務を総括する。 

３ 座長代理は、委員のうちから座長の指名によって決定し、座長を補佐し、座長に事

故あるときまたは不在のときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５ 県民会議は知事が招集する。 

２ 会議の議長は、座長をもって充てる。 

３ 座長は、必要と認めるときは関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。 

（専門会議） 

第６ 県民会議に、専門の事項を検討する必要があるときは、専門会議を置くことがで

きる。 

２ 専門会議の委員は、知事が委嘱する。 

３ 専門会議の委員は、当該専門の事項の検討が終了したときは、解任されるものとす

る。 

４ 第５の規定は、専門会議について準用する。この場合において、「県民会議」とあ

るのは「専門会議」と読み替えるものとする。 

（事務局） 

第７ 県民会議の事務は、林務部森林政策課において処理するものとする。 

（その他） 

第８ この要綱に定めるもののほか、県民会議の運営に関し必要な事項は別に定める。 

 

付 則 

１ この要綱は、平成２０年６月２５日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成２２年４月６日から施行する。 



第４回「みんなで支える森林づくり県民会議」 

 

配 布 資 料 一 覧 
 

 

      ■ 国及び県の施策について 

        （森林整備、人材育成、木材利用、野生鳥獣被害対策） 

 

■ 森林づくり県民税活用事業検証レポート 

 

 

 

      ■ 平成 23年度林務部業務内容 

       

 

資料 １ 

資料 ２ 
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